
2019年度計画 2019年度実行内容

中期目標に対する中期計画の具体的
項目

各部局で、中期目標・中期計画に基
づいて計画する（具体的に期限やレ
ベルなど数値目標を挙げて定量的に
記載する）

（2019年度計画の具体的実行内容を
具体的に期限やレベルなど数値目標
を挙げて定量的に記載する）

年度の中間及び年度末に計画の達
成状況を評価する。 該当する項
目については、セルを分割して、
上段に中間報告、下段に最終報告
を記載する。

［学生支援］
教育の理念・目的を実現するために
学生支援に関する方針を明確にし、
学生が学修に専念し、安定した学生
生活を送ることができるよう、修学支
援、生活支援および進路支援を適
切に行う。

①前期に定例委員会１回、迅速
メール会議2回を行い、申請された
障がい学生支援に努めた。 ②相談
室のカウンセラー、担任教員と協
力して、委員会適用外で多様かつ
複雑なケースについて個別対応中
である。

①及び②について、後期に定例委
員会を実施し、支援学生の新年度
への継続、新入生の対応を行っ
た。

①４月に学生の定期健康診断を
行った。②新入生のスタートアッ
プ就実の授業の中で、保健管理セ
ンター、学生相談室、障がい者学
修支援委員会の活動や、支援を必
要とする学生の利用について説明
した。③健康調査票情報の整理は
継続中である。④病気に対する知
識や予防の啓発は適宜実施してい
る。

①から④まで、適切に実施でき
た。また、２月末からの新型コロ
ナウイルス感染症対策を適切に実
施した。

①学長，委員長の理念や方針に沿
い，障がい者学修支援委員会として
の相談窓口および事務局としての業
務を適切に遂行する。②委員会適用
外の多様かつ複雑なケースについて
も従来通り個別的な対応にあたる。

障がいのある学生に対する支援体制を
整備し、修学支援措置を適切に行う。

①委員会設立２年目を迎え，全学的
組織として，学科や各部署が共通理
解のもと，連携し適切に対応できる
方法を検討し、引き続き改善を行
う。
②委員会業務と並行して，従来とお
り、保健室，相談室での相談業務も
丁寧に行い，必要時には学科や各部
署と連携し適切な学生支援を行う。

①学生は、４月の定期健康診断（９
月に復学者対応）を実施，教職員は
９月に定期健康診断（特定健康診査
を兼ねる），ストレスチェックを実
施する。
②新入生には、スタートアップ就実
の授業の中で、保健管理センターと
障がい者学修支援委員会について紹
介し、支援を必要とする学生の利用
を促す。 ③健康調
査票情報をデータ整理し，聞き取り
内容を踏まえてリスト化する。（学
内関係者での情報共有については同
意を得ている）
④年間を通じて，健康教室・掲示等
で各種健康関連情報を提供し病気に
対する知識や予防の啓発を行う。

心身の健康保持・増進及び安全・衛生
へ配慮するとともに、学生の人権を保障
し、ハラスメント防止のための措置を適切
に行う。

①学生，教職員の心身の健康保持増
進に資するために健康診断（教職員
は特定健康診査，ストレスチェック
も）を実施し，必要時には産業医・
学校医からの助言を仰ぎ，適切な事
後措置を行う。
②学生については，相談対応時の問
診や入学時健康調査票の情報に基づ
き，心身の健康上で注意を要する学
生を早期にキャッチアップしメンタ
ル不調者については早期にメンタル
担当者や適切な外部専門機関へ結び
つける。
③心身の健康教育を充実させ，一人
ひとりの健康づくりを目指す。ま
た，各種相談業務や教育活動を通じ
て保健管理センターについての認知
度を高める。

【2019年度大学院・大学の主要事業計画と改革の重点事項】

就実大学大学院・就実大学の中期目標・中期計画に基づく各部局年度計画及び実行計画と達成状況
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クラス担任ハンドブック（第２
版）のなかで、担任が学生から身
体の健康に関する相談を受けた場
合には保健管理センター、メンタ
ルヘルスの相談を受けた場合に
は、学生相談室に相談するよう、
連携をはかるとしている。心身の
健康保持の相談は学生相談室で対
応し、適切な医療機関受診につな
げるようにしている。また、本年
度から精神科校医による学生相談
を開始し、第1回：令和元年 6月24
日（月）15：00-16：30短大 1名、
第2回：令和元年 10月21日月）
15：00-16：30 大学 1名 短大1
名、第 3回：令和元年 12月 2日
(月）15：00-16：30大学 2名（う
ち1名は保護者同席）を実施し、医
師からの専門的な助言が得られる
ようになった。

後期にメンタル系校医の学生相談
を行い、医療機関受診に綱けるよ
う図った。

◆中期目標・中期計画に基づく各部局年度計画及び実行計画と達成状況の運営について◆

（２）2019年度実行内容は、2019年計画の具体的取組・実行内容を具体的にかつ定量的（数値的）に記載する。
（３）計画達成状況は、年度途中（9月末）、年度末（３月末）に計画の達成状況を部局長及び学長が評価し、次年度計画の参考とする。

（１）2019年度計画は、就実大学大学院・就実大学中期目標・計画の具体的な取組・実行内容に基づいて計画する。中期目標・計画に関連して、新たな取組がある場合は項目を増やして記載する。

①徹底した学生調査：入学時、卒業時、
卒業後アンケート・インタビューを実施し
て、大学運営改善に繋げる。②キャンパ
スアメニティの充実：施設設備の充実、
老朽化した設備の改修・更新、施設の有
効活用を推進する。③学生生活実態調
査活用：調査結果の解析を踏まえた課
題抽出、改善策を検討し、学生への周
知、改善を図る。④キャリア支援の強化：
キャリア教育充実、学内インターンシップ
制度の導入、就職率80％以上を達成す
る。⑤学生相談への支援体制強化：担
任制度による定期的な学生面談を徹底
し、メンタルサポート体制を強化する。⑥
障がい学生支援：障がい者学修支援体
制、施設の充実を図り、保健管理セン
ターの支援体制を強化する。

①徹底した学生調査：入学時、卒業
時、卒業後アンケート・インタビューを実
施して、大学運営改善に繋げる。②キャ
ンパスアメニティの充実：施設設備の充
実、老朽化した設備の改修・更新、施設
の有効活用を推進する。③学生生活実
態調査活用：調査結果の解析を踏まえ
た課題抽出、改善策を検討し、学生へ
の周知、改善を図る。④キャリア支援の
強化：キャリア教育充実、学内インター
ンシップ制度の導入、就職率80％以上
を達成する。⑤学生相談への支援体制
強化：担任制度による定期的な学生面
談を徹底し、メンタルサポート体制を強
化する。⑥障がい学生支援：障がい者
学修支援体制、施設の充実を図り、保
健管理センターの支援体制を強化す
る。

①徹底した学生調査：入学時、卒業
時、卒業後アンケート・インタビューを
実施して、大学運営改善に繋げる。②
キャンパスアメニティの充実：施設設備
の充実、老朽化した設備の改修・更
新、施設の有効活用を推進する。③学
生生活実態調査活用：調査結果の解
析を踏まえた課題抽出、改善策を検討
し、学生への周知、改善を図る。④キャ
リア支援の強化：キャリア教育充実、学
内インターンシップ制度の導入、就職
率80％以上を達成する。⑤学生相談
への支援体制強化：担任制度による定
期的な学生面談を徹底し、メンタルサ
ポート体制を強化する。⑥障がい学生
支援：障がい者学修支援体制、施設の
充実を図り、保健管理センターの支援
体制を強化する。

［特色ある取り組み］
社会を意識して学び、学生自らが
成長を実感できる教育改革、充実
した学生生活支援、新たな価値を
創出する地域連携活動などを通し
て、本学の魅力や教育・研究の質
を高め、個性を磨いて差別化を図
るため、特色ある大学改革を推進
する。「未来社会を力強く生き
抜く人材を育成し、地域と共に
輝く大学」を目指し、全教職員が
ベクトルを合わせて下記の重点課
題に取り組み、目標達成に向けて

努力する。
（１）教学ガバナンス・マネジメ
ントの強化による内部質保証：組
織的な大学改革への取り組み

（２）3ポリシーを具現化した教
育改革による学びの保証： カリ
キュラムマネジメント体制の構築
（３）満足度向上に繋がる学生生
活・修学・キャリア支援体制の強
化：学生調査に基づく改善整備
（４）新入試制度の構築と効果的
な入試広報活動：優秀な学生の確

保と学生定員の厳格化
（５）地域活性化に繋がる教育・
研究ブランド力の強化：地域貢献

力とグローバル化の推進


